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●議員からの寄附やあいさつ状（答礼のための自筆によるものを除く）は公職選挙法で禁止されています●
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。
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踏
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図
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付
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。
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。
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。
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※○は会派代表者。　　※市議会では会派制をとり議会活動を行っています。なお、所属議員３人以上の会派を、議会運営委員の選出などができる交渉会派としています。
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○市長提出

議　案 第40号 市川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

41号 市川市障害者福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

42号 市川市地方卸売市場の設置及び業務に関する条例の廃止について ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

43号 市川市都市公園条例の一部改正について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

44号 平成29年度市川市一般会計補正予算（第４号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

45号 平成29年度市川市国民健康保険特別会計補正予算（第1号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

46号 平成29年度市川市下水道事業特別会計補正予算（第2号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

47号 平成29年度市川市介護保険特別会計補正予算（第2号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

48号 平成29年度市川市後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

49号 市川漁港外郭施設工事請負変更契約について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

50号 財産の減額貸付について ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

51号 財産の減額貸付について ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

52号 財産の無償譲渡について ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可　決

53号 副市長の選任について（笠原智氏） ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同　意

54号 教育長の任命について（田中庸惠氏） ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同　意

55号 監査委員の選任について（川上親徳氏） ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同　意

報　告 第29号 専決処分の承認を求めることについて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 承　認

※出席した会派の議員全員が、賛成：○、反対：×
※議員別の賛否は市川市議会のホームページに掲載しています。

議案等の審議結果一覧

■請願・陳情の審査
・　請願は、国や自治体に意見や要望を述べることです。請願権

は何人にも認められる憲法上の権利です。

　　請願は、議員の紹介により、書面で行います。
　受理された請願は、まず、内容を所管する委員会で審査します。

委員会での審査の結果は本会議に報告された後、表決で採択・

不採択の結果が確定します。審査の結果は市議会ホームページ

に掲載します。

・　陳情は、一定の事項について、利害関係のある人が実情を訴

え、相当の対応を求める事実上の行為です。

　　陳情は請願と異なり、議員の紹介は必要ありません。また、

受理された陳情は、各会派に参考配付します。

■提出のしかたと時期
・　請願・陳情は、議長宛ての書面に、①請願・陳情の内容、②
提出日、③提出者の住所・氏名、④連絡先電話番号、を記載して、

議会事務局に提出します（請願には⑤紹介議員の署名または記
名押印も必要です）。提出は直接持参のほか、郵送でも結構です。

・　氏名には押印が必要です。また、署名簿がある場合は、署名

者の住所・氏名・押印がそれぞれ必要です。

・　請願・陳情はいつでも提出できます。なお、請願については、

定例会招集告示日（２月定例会では開会日）の翌々日の午後５

時までに受理したものを、当該会期中に委員会に付託して審査

します（それ以降に受理した請願は、次の定例会で審査します）。

※告示日については議会事務局へお問い合わせ下さい。

＜請願書の記載例＞

○○○に関する請願

〔紹介議員氏名〕
署名または　
記名押印　　

（表　紙）

○○○に関する請願

〔請願内容要旨〕

〔提出日〕　　 　
〔提出者住所〕 　
〔提出者氏名〕㊞

市川市議会議長
　○○○○様

（内　容）

＜陳情書の記載例＞

○○○に関する陳情

（表　紙）

○○○に関する陳情

〔陳情内容要旨〕

〔提出日〕　　 　
〔提出者住所〕 　
〔提出者氏名〕㊞

市川市議会議長
　○○○○様

（内　容）
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